
第７章 指定国官庁に対する手続 

 

 

代代理理人人住住所所((居居所所))変変更更届届（（様様式式記記載載見見本本））  

 

 

   【書類名】  代理人住所(居所)変更届 

  （【提出日】  令和  年  月  日） 

   【あて先】  特許庁長官     殿 

 

 

   【事件の表示】 

    【出願番号】 国際登録第１２３４５６７号 

 

 

   【住所（居所）を変更した代理人】 

    【旧住所又は旧居所】    東京都千代田区霞が関１－３－１ 

    【新住所又は新居所】    東京都千代田区霞が関３－４－３ 

    【氏名又は名称】     国際 太郎 

 

 

 

 

 

 

（注１）識別番号は使用できません。 

（注２）本件出願が事後指定の場合は【出願番号】の欄に「○○○○年○○月○○日に事 

後指定が記録された国際登録第○○○○○○号」のように記載してください。 

（注３）代理人が同一であり、届け出の内容が同一の場合は、一通の書面で２以上の事件に

係る手続をすることができます（紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は 1 件ご

とに手続をしてください）。 

この場合、【事件の表示】欄に「別紙の通り」と記載し、別の用紙に「【別紙】」と記載し

て、国際登録番号（事後指定の場合は「○○○○年○○月○○日に事後指定が

記録された国際登録第○○○○○○号」）を、繰り返し記載した書面を別紙として

添付することもできます。 

（注４）住所（居所）を変更した代理人が複数の場合は、【住所（居所）を変更した代理人】の欄を、

繰り返し記載してください。受任した代理人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載してくだ

さい。 
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